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長浜バイオ大学文部科学省および日本学術振興会科学研究費補助金取扱要項 
 

第１章 総則 
 
（目 的） 
第１条 長浜バイオ大学（以下、「本学」という。）における文部科学省および

日本学術振興会所管の科学研究費補助金（以下「補助金」という。）の事務取

扱については、文部科学省および日本学術振興会が定める「使用ルール（補

助条件）」ならびに関係法令のほか、この要項の定めるところに従い、適正な

取扱いを行なうことを目的とする。 
 
（定 義） 
第２条 本取扱要項における研究者とは、補助金の応募資格要件を有する、研

究代表者および研究分担者をいう。 
２ 本取扱要項における直接経費とは、補助団体の補助事業遂行のために必要

な研究者の経費および研究成果の取りまとめに必要な研究者の経費をいう。

また間接経費とは、補助団体の補助事業の実施に伴う本学研究機関の管理等

に必要な経費をいう。 
 
（応募資格の要件） 
第３条 本学においては、補助金に係る研究者の登録にあたって、文部科学省

が定める応募資格の要件を全て満たすとともに、本学が別にさだめる内部基

準に照らしたうえで、登録者を確定する。 
２ 文部科学省が定める応募資格の要件は、次のものをさす。 
  ＜研究者に係る要件＞ 
  （１）指定された研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務

に含む者として、所属する者であること（有給・無給、常勤・非常勤、

フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動以外のも

のを主たる職務とする者も含む。） 
  （２）当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助は

除く。） 
  ＜研究機関に係る要件＞ 
  （３）補助金が交付された場合に、その研究活動を、当該研究活動として

行わせること。 
  （４）補助金が交付された場合に、機関として補助金の管理を行うこと。 
３ 本学における応募資格者は次の通りとする。 
 （１）専任教員 
 （２）客員教員 
 （３）特別招聘教員 
 （４）学長が認めた研究支援者 

他－○28  
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４ 前項（４）の認定基準は別に定める。 
 
（本学が行なう事務） 
第４条 本学は、研究者に代わり補助金（直接経費）を管理する。また本学は、

補助金（直接経費、間接経費）に係る諸手続を行う。 
２ 本学は、研究者が直接経費により購入した設備、備品または図書（以下「備

品等」という）について、当該研究者からの寄附を受け入れるとともに、当

該研究者が他の機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、こ

れらを当該研究者に返還する。 
３ 本学は、研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者からの譲渡

を受け入れ、これに関する事務を行うとともに、当該研究者が他の研究機関

に所属することとなる場合には、直接経費の残額の３０％に相当する額の間

接経費を当該研究者に返還する。 
 

第２章 補助金の管理 

 

（直接経費の使用開始） 

第５条 新規の研究課題については、内定通知を受領したときから研究を開始

し、必要な契約等を行なうことができる。 

２ 継続の研究課題については、当該年度の４月１日から研究を開始し、必要

な契約を行うことができる。 

３ 第１項および第２項に関わり、研究開始が可能となった時点から直接経費

を受領した時点までに支出が必要な場合は、本学が立て替えて支出し、直接

経費受領後に精算することができる。 

４ 前項による立替を希望する研究者は、担当事務局に申し出る必要がある。

研究者の申し出を受けた担当事務局では、起案書を作成のうえ、立替の決裁

を得なければならない。 

 
（支出等の期限） 
第６条 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業を行なう年度

の３月３１日までに終了していなければならない。 
２ 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等に関する支出は、実績報告書の

提出期限までに行なわなければならない。 
３ 交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、補助事業が

予定の期間内に完了しない見込みとなった場合であって、研究代表者が、補

助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部または一部を翌年度に使用

することを希望する場合には、文部科学省または日本学術振興会への所定の

手続きを経て、支出の期限を延長することができる。 
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（補助金の保管） 
第７条 直接経費は、補助金の交付を受けた研究者氏名および研究種目を付記

した補助金事務取扱責任者名義の銀行口座を作成し、適正に保管する。 
２ 当該の通帳は、研究者の求めがあれば、すみやかに開示するものとする。 
３ 補助金の収支管理は、定められた様式への記載等を通じて、補助金事務取

扱担当者のもとで厳格かつ適切に行われる。これらの書類等は、研究者の求

めがあれば、すみやかに開示するものとする。 
 

（費目別の収支管理） 

第８条 直接経費の収支管理は、文部科学省および日本学術振興会の定める所

定様式（「収支簿」）を用い、４つの費目（物品費、旅費、謝金等、その他）

ごとに行なう。 

２ 研究代表者は、各費目の額について、直接経費の総額の３０％（この額が

３００万円に満たない場合は、３００万円）を超えない範囲であれば、事前

の手続きを経ずにこれを行うことができる。 

３ 前項の限度を超えて各費目の額の変更を行なうことを希望する場合には、

研究代表者は、文部科学省および日本学術振興会の定めるところに従い、事

前に申請を行ない、承認を得なければならない。 

 

（使用の制限） 

第９条 直接経費は下記の費目に使用することはできない。 

 （１）建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入する

ことにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く。） 

 （２）研究機関で通常備えが必要な備品を購入するための経費 

    ただし、研究者が補助事業遂行上必要とし、専ら使用するものは購入

することができる。 

 （３）補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 （４）間接経費を使用することが適切な経費 

 

（合算使用の制限） 

第１０条 補助金は、次の場合を除き、他の経費と合算して使用することはで

きない。 

 （１）補助事業に係る用務と他の用務とを会わせて１回の出張をする場合に

おいて、直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費

を使用する場合。 

 （２）独立性のある物品を購入する場合において、同時に購入する当該物品

の附属品等（補助事業の遂行に必要なもの）の購入経費として直接経費

を使用する場合。 

 （３）直接経費の未使用額が１万円未満となった場合において、これに他の

経費を加えて補助事業のために使用する場合。 

（納品検査の徹底） 
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第１１条 補助事業に係る物品費の支出（購入物品の納品検査）については、

以下により適切に行なう。 

（１）物品費の適正な執行を図るため、検収センターを設置し、納品検査を確

実に実施する。 

（２）支払い担当部門の職員は、納品検収担当職員の検収結果を確認のうえ、

支払いを執行する。 

２ 受注物品等の納品にあたって受注者は、本学検収センターに納品し、納品

書に検収印の押印を受けなければならない。 
３ 異なる研究機関に所属する研究分担者が使用する物品の納品検査を行なう

場合には、研究代表者が所属する研究機関は、研究分担者が所属する研究機

関との間で連絡調整を行なう。この場合、研究分担者が所属する研究機関に

納品検査を依頼し、その状況について、書面で確認することができる。 

 
（備品・消耗品の区別および研究代表者の直接発注限度額） 

第１２条 本学の補助金の取り扱いに際し、設備備品と消耗品との区別および

研究者の直接発注の限度額を次の通り定める。 
（１）設備備品は 10 万円以上で耐用年数が１年以上のものとし、納品後直ちに

法人に寄附するものとする。消耗品は、10 万円以上を「大型消耗品」、   

10 万円未満を「小型消耗品」とする。 
（２）設備備品および大型消耗品は、研究機関からの発注とする。小型消耗品

は研究者の直接発注を認める。 
 
（物品調達要求書の提出） 
第１３条 研究者は、業者等への発注と担当事務局への物品調達要求書の提出

について、次の通り行わなければならない。 
（１）研究者は、10 万円以上の備品および大型消耗品の仮発注を行うとともに、

担当事務局に速やかに「物品調達要求書」を提出し、同「要求書」の電子

ファイルを総務課に送信する。 
（２）小型消耗品については研究者が直接発注するものとする。このとき、「物

品調達要求書」を作成する必要はない。 
（３）前項における発注において、研究者は、氏名および支出する研究種目名

を明記または業者に指示しなければならない。 
 
（物品購入に伴う証拠書類の作成、徴収） 
第１４条 物品の購入にあたっては、見積書、納品書、請求書、領収書等の証

憑類を徴収しなければならない。また、契約金額が 100 万円以上の場合には、

２社以上から見積を取り、契約書と検査調書を作成しなければならない。 
  ただし、契約金額が 200 万円以下の場合には、検査調書の作成を省略する 

ことができる。 
 
（補助金の支出） 
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第１５条 補助金からの支払いは、銀行振込により行なう。なお、現金による

支払いは、原則として行なわない。 
２ 銀行振込の際に発生する振込手数料は、補助金から支出することができる。 
３ 海外招聘者への旅費等の支払い、または、海外業者への物品購入代金の支

払い等で海外銀行への振り込みを行う場合には、それに伴って発生した「銀

行振込手数料等」の支払いを補助金から支出することができる。 
 
（クレジットカードの使用） 
第１６条 クレジットカードを利用した支払いに補助金を使用することができ

る。クレジットカードを利用した場合の証拠書類としては、カード会社から

送付される「明細書」（現物または複写）やレシート等、支払金額、内容、支

払日、支払い先等を証明できる資料を提出しなければならない。 
 
（インターネットでの物品購入） 
第１７条 研究者は、可能な限り廉価な商品を購入することに努めなければな 

らない。 
その趣旨に照らし、インターネットを通じた購入も可能とする。インターネッ 
トで物品購入した場合は、物品代以外に送料等も補助金から支払うことができ 
る。インターネットを利用した場合の証拠書類として、支払金額、内容、   
支払日、支払い先等が証明できる資料を当該年度内に提出しなければならない。 

 
（立替購入） 
第１８条 書籍、雑誌およびその他消耗品等でやむを得ず立替購入する場合、

レシート又は領収書等を徴収し、購入した物品の、購入日、品名、価格、品

数等の詳細が明らかになる書類（様式任意）を添付のうえ、当該年度内に提

出しなければならない。 
 
（設備等の寄付） 
第１９条 研究者は、設備、備品または図書などの設備等は、購入後直ちに本

学に寄付しなければならない。 
２ 本学は、研究者が直接経費により購入した設備、備品または図書（以下「備

品等」という）について、当該研究者からの寄付を受け入れる。 
３ ５万円未満の図書については消耗品とし、寄付の対象とはしない。 
４ ５万円以上の図書については、購入後直ちに寄付手続きを行ったうえで、

研究者に長期貸し出し手続きをとるものとする。 
 
（設備備品等の返還） 
第２０条 備品等の寄付を行なった研究者が他の研究機関に所属することとな

る場合に、当該研究者がその返還を求めた場合には、その求めに応じなけれ

ばならない。 
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（利子の譲渡の受け入れ） 
第２１条 研究者は、直接経費に関して生じた利子を、補助事業に使用し、又

は所属する研究機関に譲渡しなければならない。 
２ 研究者より、直接経費に関して生じた利子を本学に譲渡する旨の申し出が

あった場合には、本学はこれを受け入れることができる。 
 
（旅費の定義） 
第２２条 旅費とは、研究代表者、研究分担者、その他研究への協力をする者

の海外・国内出張（資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表等）

のための経費（交通費、宿泊費、日当）」をいう。 
 
（旅費の確認） 
第２３条 旅費の取り扱いにあたっては、本学の「旅費規程」に基づいて執行

する。ただし、特別な定めがある場合は、この限りではない。 
２ 旅費の支出に際して必要な関係書類については、本学に所属する研究者に

あっては「長浜バイオ大学専任教員および助手の研究旅費執行要綱」の様式

に準じ、他機関に所属する研究者にあっては、別に定める様式に従う。また、

第３条第３項（４）に定める研究者についても本規程に基づき手続きを行う。 
（１）国内旅費に関連する書類（本学所属研究者） 
  ①「専任教員等出張（国内）・外出願」（本学様式） 
  ②「領収書」（本学様式） 

③「専任教員等出張（国内）・外出報告書」（本学様式） 
（２）国内旅費に関連する書類（他機関所属研究者） 

①「出張依頼書」 
  ②「回答書」（科研費様式） 
  ③「旅費交通費請求書」および「科研費旅費領収書」（科研費様式） 
（３）海外旅費に関する書類（本学所属研究者） 
  ①「専任教員出張（国外）願」（本学様式） 
  ②「領収書」（本学様式） 

③「専任教員等出張（国外）・外出報告書」（本学様式） 
（４）海外からの招聘者への支払い関係 

①「出張依頼書」（英文） 
  ②「回答書」（英文） 
  ③「支払明細書」（英文） 
  ④その他必要書類（「租税条約に関する届出書」等） 
３ 他の研究機関に所属する研究者への出張旅費の支払い基準は、本学の規程

に基づいて支払う。ただし、あらかじめ対象となる研究機関と協議を行った

うえで、当該研究者が所属する他の研究機関の旅費規程等に従うことも認め

る。 
４ 研究者を訪問する際の「手土産代」を支出することはできない。 
５ 旅費支払いにおける出発地点および帰着地点については、原則として、と
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もに所属する研究機関の所在地とする。 
６ 大学院生等を学会等に参加させるための旅費や大学院生等の学会参加費に

補助金を使用できるかどうかは、当該経費が、補助金の遂行のために直接必

要な経費かどうかに拠る。 
７ 滋賀県内あるいは長浜市内等、本来は本学の「出張」には属さない地域に

おいてやむを得ない理由で宿泊した場合は、午前８時以前から目的の会議・

会合等がある場合、または午後８時以降、目的の会議・会合等がある場合は、

宿泊費の支払いを認める。 

８ 補助金は、外国出張の航空賃の見積書作成費用として使用することができ

る。 

９ 航空機を利用した出張については、航空機搭乗の際の「半券」を精算時に

必ず添付しなければならない。 
 

（謝金の定義） 

第２４条 謝金とは、研究への協力（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門

的知識の提供、アンケートの配付・回収、研究資料の収集等）をする者に係

る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いへの支払いのための

経費をいう。 

２ 研究への協力をする者と雇用契約を結ぶ場合は、本学が契約の当事者とな

るものとする。 

 

（研究に協力する者の雇用） 
第２５条 補助金により、研究に協力する者を雇用する場合の条件等は別に定

める。 

２ 謝金等の対象業務遂行に伴い、旅費（交通費、宿泊費）や通勤費が発生す

る場合には、その実費を支出する。ただし、通勤定期の月額は、交通機関の定

期乗車券（１ヶ月）相当額とする。 

３ 研究に協力をする者の労働時間等の管理は「出勤簿」に基づき行う。なお、

無作為または不定期に研究に協力をする者にヒヤリングを行なう。 
 
（その他） 
第２６条 学会・セミナー等への参加費用および参加のための交通費を補助金

から支払うことができる。ただし、学会等の「年会費」については、補助

金の交付目的と学会の所属とが必ずしも一致しているとは限らないこと等

により、これを支払うことはできない。 
２ 学会、セミナー等への参加費の払込にあたって、振込金融機関が限定され 
ていたり、振込手数料が研究者負担になっている場合は、振込手数料の支払 
いを補助金から行うことができる。 

３ 科研費の研究遂行のために直接必要であれば、「その他」経費としてレンタ

カー代を支出することができる。レンタカー代とは、レンタカー会社との契

約に基づいて支払った、借用費用、保険費用を含み、ガソリン代等の燃料費
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もあわせ支払うことができる。 
４ ある年度から次年度に補助事業が継続される場合でも、つぎのことは会計

年度独立の原則に反するので、行ってはならない。 
（１）前年度に全く使用せず、次年度のみにおいて使用する物品を、前年度の

補助金で購入すること。ただし、前年度中にわずかでも使用すればよい。 
（２）次年度の出張のための航空券購入費用・宿泊費用等を、前年度の補助金

で予め支払っておくこと。 
（３）次年度に開催される国際学会に参加するための登録料（当該年度の３月

中に支払わなければ参加できない）を、前年度の補助金で予め支払ってお

くこと。 
ただし、これらに該当する場合であって、前年度中に支払がどうしても必要

なときは本学が一時的に立て替え、次年度の補助金受領後に精算することは

できる。 
５ 研究成果の取りまとめに必要な経費は補助金から支出することができる。

ただし、研究成果を取りまとめた冊子等の納品は当該年度内に完了していな

ければならない。 
６ 研究成果をまとめた書籍の市販を希望する場合は、別途、日本学術振興会

で審査・交付を行っている「研究成果公開促進費」（学術図書）に申請しなけ

ればならない。 
 

第３章 適正な運営・管理のための責任・監査体制 
 
（適正な運営・管理のための責任・監査体制） 
第２７条 本学における公的研究費を適正に運営・管理するための責任体制お

よび監査体制等は別に定める。 

第４章 雑則 
（準用） 
第２８条 この取扱要項に定めのない事項については、本学諸規程を準用する。 
２ 補助金のほか、各省庁およびその所管する法人等から配分される公的研究

費、学外委託研究費等の公的研究費等の事務取扱いに関し、別に定める規定

がある場合を除き、この取扱要項を準用することができる。 
 
 
（改廃） 
第２９条 この取扱要項の改廃は、研究企画委員会の議を経て、学長が行なう。 
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付 則：この取扱要項は、2007 年 9 月 18 日から施行する。但し、2007 年 4 月

1 日から適用する。（第 11 条、第 13 条、第 14 条を除く） 
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